
令和５年１月 31 日

東海旅客鉄道株式会社

代表取締役副社長 宇野 護 様

静岡県中央新幹線対策本部長

静岡県副知事 森 貴志

山梨県側から県境付近に向けて実施する高速長尺先進ボーリング

計画について

本県はこれまでも専門部会等において「高速長尺先進ボーリング（以下、

「ボーリング」という。）によって、県境付近で静岡県の水が流出する可

能性」「県境に破砕帯が連続している可能性」への懸念について、繰り返

し説明してきたところです。本県の水資源に影響のある範囲を科学的に定

めることにより、影響がないと考えられる範囲を明らかにすることが重要

である、と本県は考えています。影響があるかないか判明しないまま、ボ

ーリングを開始することは、問題だと考えています。

令和５年１月 25 日に開催した、第 11 回静岡県地質構造・水資源専門部

会において、貴社から、山梨県内から県境付近に向けて実施するボーリン

グについて、「山梨県内のボーリングは準備、施工、調査は進めていきた

いと思っています。止めないという意味です。県境に近い区間（県境より

100m を目安）では、地質の変化や湧水量の変化に注意しながら、慎重に削

孔する。山梨県側へ流出する湧水と同量の水を静岡県側に戻す方法が実施

可能となった場合には、県境を越えてボーリング調査を進める」との説明

がありました。

一方、本県からは「静岡県内の水に影響がないことを確認する仕組みを

作り、合意した後に削孔に着手していただきたい」と意見しましたが、会

議における貴社の回答は「報告の仕方を早急に決めさせていただいて、そ

の上で進める」というものでした。

これまで、貴社は県境付近の断層帯について、「さらに山梨側へ破砕質

な地質が連続している可能性は否定できない」と説明しています。仮に、

その断層帯が山梨県にまで及んでいた場合、貴社のボーリング計画のまま

では、ボーリングが断層帯に近接して水圧差で静岡県側から山梨県側へ地

下水が流出する、またはボーリングが断層帯に到達してしまい、静岡県の

地下水が山梨県側に大量に流出してしまうといったことを懸念していま

す。
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貴社は、これまで、ボーリングについて「強引に進めるつもりはない」

「これからしっかりと対話をさせていただきたい」などと説明しています。

これを踏まえた上で、下記について、対応するよう要請いたします。

記

１ 貴社の説明では、慎重な削孔を開始する地点として県境より 100m を

目安としていますが、その根拠が示されていません。本県の地下水が流

出するおそれが低いと考えられる区間を科学的根拠に基づき設定し、示

すこと。

その区間設定が妥当であると、本県において確認できれば、その区間

を削孔することは、問題ないと考えます。

また、この区間において、貴社が報告するとしている、日々のボーリ

ング先端位置及び代表的な地質の状況と孔口湧水量以外についても、貴

社が調査で把握した情報（周辺地下水位や南アルプストンネル先進坑の

湧水量を含む）を報告すること。

２ 上記１で設定した区間の西端から県境までの区間については、その区

間に達するまでに、リスク管理の観点と静岡県の地下水が山梨県側に流

出してしまう懸念に関して、速やかに以下の項目について対話し、本県

と合意すること。

・ボーリングの管理項目と管理値

・管理値を超えた場合の対応（静岡県側のモニタリングを含む）

・結果報告の項目、方法、頻度

・山梨県側への流出する水の全量の戻し方（流出量測定方法などの

具体的な方策を含む）

第 9回専門部会において、貴社は水圧差により水が山梨側に引っ張ら

れる現象について、「あると思います」、また、高速長尺先進ボーリング

が県境付近まで来たときに、断層帯に当たった際の対応について検討を

求められたことについて、「検討しております」と説明しています。

また、第 11 回専門部会において、貴社は、山梨県内のボーリングに

ついても「例えば断層が非常に乱れているとか、地質が非常に乱れてい

るとか水がたくさん出ているような場合はですね、そこはあまり無理を

せずに、一旦そこで止まると言うことも考えております。」と説明して

います。

これらのことから、仮に上記２について合意できない場合は、削孔を

止めること。



令和５年２月 22 日

東海旅客鉄道株式会社

代表取締役副社長 宇野 護 様

静岡県中央新幹線対策本部長

静岡県副知事 森 貴志

山梨県側から県境付近に向けて実施する高速長尺先進ボーリング

に関する対話について

本県はこれまで静岡県地質構造・水資源専門部会（以下、「専門部会」

という。）において「高速長尺先進ボーリング（以下、「ボーリング」とい

う。）によって、県境付近で静岡県の地下水が流出する可能性」「県境に破

砕帯が連続している可能性」への懸念について、繰り返し説明してきまし

た。

令和５年１月 31 日には「山梨県側から県境付近に向けて実施する高速

長尺先進ボーリング計画について」を発出し、「本県の地下水が流出する

おそれが低いと考えられる区間を科学的根拠に基づき設定し、示すこと」

などを要請し、また「その区間設定が妥当であると、本県において確認で

きれば、その区間を削孔することは問題ない」と本県の考えを明確に伝え

たところです。

さらにその後、この１月 31 日付け文書に基づき、貴社と本県の調整を

していた国土交通省を通じて、県境から山梨県側の断層及び脆い区間（以

下、「山梨県内断層」という。）が静岡県内の県境付近の断層帯と繋がって

いること（専門部会に貴社が提出した別図等参照）で、静岡県内の地下水

が流出してしまう懸念やリスク管理の観点から、想定外の場合の緊急報告

や、その際の対応を事前に明確にする必要性をお伝えしてきました。

しかし、貴社から受領した令和５年２月 20 日付「山梨県側から県境付

近に向けて実施する高速長尺先進ボーリング計画について（ご回答）（以

下、「貴社回答文書」という。）」は、本県の懸念や要請に対する回答とし

て、十分であるとは到底言えるものではありません。

こうした状況の中で、２月 21 日からボーリングを開始することを一方

的に通告することは、国土交通省が設置したリニア中央新幹線静岡工区有

識者会議が「大井川水資源問題に関する中間報告」で、貴社に「静岡県や

流域市町等の地域の方々との双方向のコミュニケーションを十分に行う
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など、トンネル工事に伴う水資源利用に関しての地域の不安や懸念が払拭

されるよう、真摯な対応を継続すべき」とした指導に沿うものではありま

せん。極めて遺憾であります。

また、第 11 回専門部会資料２、28 ページ「６）調査状況の報告」にお

いて、「調査の着手時に報告を開始します」とされていますが、今回、着

手時の報告など、当方から貴社に問い合わせたことにより、初めて事実が

判明したところです。このことから、調査状況の報告が、貴社が説明資料

により公式に約束したとおり実行されていないことは明らかであります。

これらのことから、貴社が「環境影響評価は、事業者が、事前に環境保

全措置の検討を行い、事業実施の際に環境の保全への適正な配慮を行うた

めの手続き」であることを理解していないものと受け止めています。

貴社回答文書において「当該区間に近づくまでに対話を進めてまいりま

す。」、「その区間に到達するまでに、貴県のご意見も伺いながら対話を進

め、必要な対応をしてまいります。」とあります。しかし、貴社の今回の

対応状況に鑑み、さらに、ボーリングが高速であり、貴社が一方的に設定

する県境まで250mあるいは県境まで100mの地点までに対話する時間の余

裕が少ないことを踏まえると、本県としてはリスク管理の観点から、速や

かに対話を尽くし、対応（想定外の事態への対処方針や対応方法を含む）

を明確にしておく必要があると考えております。

ついては、山梨県側から県境付近に向けて実施している高速長尺先進ボ

ーリングについて、現行の削孔計画を再考するとともに、下記の点につい

ての対話を、速やかに開始するよう、要請します。

記

１ 本県の地下水が流出するおそれが低いと考えられる区間を科学的根

拠に基づき決定し、示すこと。

○ 貴社は、慎重な調査を実施する目安として設定する「県境から約

100m」について、その理由として、地質縦断図の結果及び青函トンネ

ルの事例を挙げていますが、下記の問題点があります。

・ 地質縦断図の結果からの説明は、山梨県内の断層が静岡県内の県

境付近の断層と繋がっていることへの懸念が考慮されていません。

なお、地質縦断図はあくまで想定図であり、確定的に取り扱うべき

ではないと考えます。



・ 山梨県内の断層帯をボーリングで通過することについて、南アル

プストンネル山梨工区の広河原斜坑での湧水量実績をもって「静岡

県内の地下水が大量に山梨県内に流出することは想定しがたい」と

説明していますが、このことも、山梨県内の断層帯が静岡県内の県

境付近の断層帯と繋がっていることへの懸念を考慮していないもの

と考えています。

・ 青函トンネルの事例については、リニア中央新幹線南アルプスト

ンネル工事や南アルプスの地質との類似性など、採用した理由の説

明が不足しており、参考事例として適しているのかどうかが判断で

きません。

２ 周辺地下水位や南アルプストンネル先進坑の湧水量を含めて、貴社が

調査で把握した情報を報告すること。特に、湧水量は常時観測して、関

連する情報と合わせて定期的にグラフ等でわかりやすく適切に報告す

ること。

３ 国土交通省を通じてすでにお伝えしているとおり、想定外の場合の緊

急報告とその際の対応について、事前に明確にすること。
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 ６）調査状況の報告 

・南アルプストンネル山梨工区にて実施する高速長尺先進ボーリングによる調査の

状況は、図 １８に示すとおり、山梨県、早川町及び静岡県等に報告します。 

・調査の着手時に報告を開始します。 

・基本は、日々のボーリング先端位置及び代表的な地質の状況（試料写真）と孔口 

湧水量を１週間毎に取り纏め、山梨県、早川町には山梨西工事事務所より、静岡

県等には静岡工事事務所より、翌週中にメール等で報告します。 

・管理値を超える湧水が発生した際は、速やかに報告します。 

・ボーリング先端が県境に到達した際は、その旨を速やかに報告します。 

・県境を越えて未調査の約３００ｍについてボーリング調査を進める場合も、報告

は同様に行います。 

・ボーリングが完了した際には、速やかに報告します。 

・ボーリング完了後、取得データ、採取した試料及び地質や湧水の評価について取 

り纏め、報告します。 

 

 

図 １８ 報告に関する流れ 
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令和５年３月３日

東海旅客鉄道株式会社

代表取締役副社長 宇野 護 様

静岡県中央新幹線対策本部長

静岡県副知事 森 貴志

第 11 回静岡県中央新幹線環境保全連絡会議地質構造・水資源部会専門

部会における貴社説明に対する意見

令和５年１月 25 日に開催した第 11 回静岡県中央新幹線環境保全連絡会議地質構

造・水資源部会専門部会（以下、「専門部会」という。）における貴社からの説明及び

資料に対して、専門部会委員及び県の意見を下記のとおり、取りまとめましたので、

文書で回答いただきたくお願いします。第 11 回専門部会の開催後に、東京電力リニ

ューアブルパワー（以下、「東京電力ＲＰ」という。）から情報提供があったことにつ

いても、併せてお伺いします。

また、令和５年１月 31 日付で貴職に要請した件について、確認及び合意ができて

おりませんので、速やかな対応をお願いします。

記

１ 田代ダム取水抑制案における東京電力ＲＰの実測データの取り扱いについて

(1) データの一部を削除したこと

貴社は、平成 31 年４月３日のデータが空欄になっているとの部会長の指摘を

受け、「ちょっと飛びぬけて違った値としてのデータを（中略）載せるのはふさ

わしくないという判断で、（中略）統計的なところから抜いております」と説明

しました。

貴社が、一部データについて削除し、その注釈等がない形で専門部会に提出し、

かつ、指摘があるまで説明しなかったことは、非常に不適切であると考えます。

部会長が「データがあるのに書かないんだとすると、それはデータ隠し、最もや

っちゃいけないこと」と指摘したとおりです。

また、令和５年２月８日、東京電力ＲＰから本県に、「ＪＲ東海へ提供したデー

タのうち、平成 31 年４月３日、平成 31 年４月４日、平成 31 年４月 10 日につい

て、大井川取水量が正しく計測できなかったため、発電に使用した水量から大井

川取水量を算出する際に計算のミスがあり、データに誤りがあった。この情報は

ＪＲ東海にも伝達済である」との報告がありました。
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様々な対話や検討は、正しいデータのもとに行われることが大前提です。した

がって、他の欠測日等として空欄になっている日のデータの取り扱いや検討結果

についても、正しいデータかどうか確認をすることが不可欠であると考えます。

加えて、これまで提出された資料や検討結果についても同様の確認が不可欠であ

ると考えます。

ついては、欠測日等として空欄にした日について、「そもそも東京電力ＲＰか

らのデータがない」「外れ値として除外した」など、空欄である理由を明確にし

てください。また、「外れ値として除外した」など、意図的に記載をしていない

のであれば、その理由を説明してください。

加えて、これ以外の資料や検討結果についても、同様に、正しいデータが使わ

れているか、確認してください。その上で、不適切な部分があれば、その理由を

示した上で修正してください。

(2) 「大井川への還元に利用可能な水量」

貴社は、例えば第 11 回専門部会資料１（別紙２）図１－１【別添１参照】のよ

うに、「大井川への還元に利用可能な水量（以下、「還元可能水量」という。）」と

して、河川流量－（トンネル掘削に伴う河川流量の減少量（予測値）＋河川維持

流量（規定値））のすべてを使えるかのように説明しています。

しかし、実際は、還元可能水量は、東京電力ＲＰの水利権量 4.99m3／sの範囲

内であることが必要です。この制約条件を考慮すると、別添１下図のように、赤

線以下の部分が還元可能水量であると考えます。

つきましては、上記の理解が正しいと考えるのであれば、上記の趣旨が明確に

読み取れるよう資料を修正してください。

(3) 冬場に必要となる取水量の考慮

令和５年２月８日に、東京電力ＲＰから、「冬場に機器に支障を来さず運転でき

る流量として、１台運転 0.81m3/sまでは確認できている」、「ＪＲ東海の実現性の

検証は、東京電力ＲＰの取水量０を前提としているがそのような協議は行ってい

ない」と聞いています。

貴社は「検討に用いた期間内のすべての日において、大井川への還元に利用可

能な水量が県外流出量より多く、県外流出量と同量を大井川に還元することが可

能であることが確認できました」と説明していますが、「１台運転 0.81m3/s」の

取水を考慮しても「還元することが可能」と考えているのでしょうか。また、そ

の考えは、東京電力ＲＰにおいても同じであると理解してよろしいでしょうか。
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(4) 欠測日等における実施可否の考え方について

田代ダム取水抑制案における貴社の検討は、平成 24 年１月１日～令和４年３

月 31 日（約 3,700 日間）のうち欠測日等を除く約 2,700 日を確認したものであ

り、欠測日等である約 1,000 日(全体の 27％)は確認できていません。

この欠測日等は、データがないために、取水抑制することができるか判断する

ことができず、実施が不可能となる場合もあるのではないかと考えます。

還元可否の確認ができていないことにより、取水抑制が不可能となるのではな

いかとの危惧について、この欠測日等においても、取水抑制が可能であることを

どのように科学的に説明できるのか、貴社の見解を御教示ください。

また、令和４年 11 月 30 日に開催した第 15 回大井川水利流量調整協議会におい

て、東京電力ＲＰが、令和６年２月から令和７年 11月までの期間、水車改良工事

のために取水停止する計画を明らかにしています。

この期間中は、東京電力ＲＰは取水しないため、東京電力ＲＰの協力による田

代ダム取水抑制が実施できないと考えますが、このことについても、見解を御教

示ください。

２ 田代ダム取水抑制に対する東京電力ＲＰの確約について

令和５年１月 25 日の県専門部会で、貴社から、「専門部会の理解を得たので、東

京電力ＲＰの確約について、東京電力ＲＰと協議に入る」旨の発言がありました。

一方、令和５年２月８日、県は、東京電力ＲＰから、「理解を求める関係者は、

大井川利水関係協議会（流域市町、利水者）と河川管理者であり、現時点では流域

の理解が得られているとは考えていない」と聞いています。

貴社の認識と東京電力ＲＰの認識が異なっていると考えられますので、事実関係

を御教示ください。また、東京電力ＲＰとの協議を具体的にいつ行うかを含めて、

今後の対応についての考えも御教示ください。

３ 高速長尺先進ボーリングによる湧水量の想定

貴社は、「高速長尺先進ボーリングの削孔断面積は約 0.01～0.10ｍ2であり、本坑

の約 100ｍ2や先進坑の約 35ｍ2に比べて小さな断面です」と高速長尺先進ボーリン

グの口径が小さいことを説明しています。

しかし、貴社が平成 31 年３月 13 日第２回地質構造・水資源専門部会において、

静岡県内で実施する高速長尺先進ボーリングの管理値設定根拠を説明する際に使

用したトンネル湧水量計算式によれば、高速長尺先進ボーリングによる湧水量は、

先進坑の湧水量の約 63％となります。
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仮に、流出期間を 10 ヶ月とすると、高速長尺先進ボーリングによる流出量は、

約 212万 m3と試算されます。（削孔断面積は先進坑の 0.03～0.3％）【別添２参照】

また、大島洋志(2020):地下水学会誌第 62 巻第２号 p257～281「トンネルと地下

水－私が学んできたこと－」においては、「リニア中央新幹線の南アルプストンネ

ルは、（中略）水の問題がつきまとう」ことから「高速長尺先進ボーリングを秘密

兵器として活用するしかない」とされています。

これらのことから、削孔断面積が小さい場合であっても、高速長尺先進ボーリン

グによる湧水量が、口径の小ささから想起されるような少量になるとは限りません。

削孔断面積に言及する際には、断面積と湧水量との関係を正確に理解できるように、

適切に説明していただくようお願いします。

４ 「第 10 回静岡県中央新幹線環境保全連絡会議地質構造・水資源部会専門部会に

おける貴社説明に対する意見」についての回答に対する意見等

貴社の回答に対する県の意見等を別添３に示しますので、図を用いて説明するな

ど、わかりやすく回答していただけるようお願いします。



【別添１】

大井川への還元に利用可能な水量について

※ 第 11回静岡県地質構造・水資源専門部会資料１（別紙２）

「検討に用いた河川流量の日々の計測データと検討結果」

※ 第 11 回静岡県地質構造・水資源専門部会資料１（別紙２）図 1-1 に県追記

4.99m3/s

東京電力ＲＰの協力による大井川への還元に利用不可

東京電力
田代ダム水利権



【別添２】

湧水量の試算

Ｑ＝２πＫ×Ｈ／ln(４Ｈ／ｄ) ： 第２回専門部会において、ＪＲ東海が湧水量の管理

値 50L／s・10m を設定した際に使用した計算式、透

水係数及び水頭差を使用。

Ｑ：湧水量(m3／s・m）

Ｋ：透水係数 ： 1.0×10-5 m／s

Ｈ：水頭差 ： 1400 m

ｄ：トンネルの径 ： 高速長尺先進ボーリング 0.12m

先進坑と本坑は断面積（第 11 回専門部会資料２ p11）

が同じになる円の直径を使用した。

仮に、湧水が流出する期間を 10 ヶ月とする

高速長尺先進ボーリングによる流出量は約 212 万 m3 に達するおそれがある。

0.0818m3／s × 86,400 秒 × 30 日 × 10 月 ＝ 2,120,256 m3
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「第 10 回静岡県中央新幹線環境保全連絡会議地質構造・水資源部会専門部会における貴社説明に対する意見」

に対するＪＲ東海の回答と専門部会委員及び県の意見

【資料１】 中央新幹線南アルプストンネル工事における県外流出量を大井川に戻す方策等について

専門部会委員及び県の意見 ＪＲ東海の回答 回答に対する専門部会委員及び県の意見

（３）県外流出量と同量を大井川に戻す方策［Ｂ案］

データ提供の

依頼

・詳細に結果を確認する必要があり

ますが、東京電力ＲＰの日毎のデ

ータが検討結果に適切に反映され

ていないなど不十分であるため、

全データ・解析結果を提供してく

ださい。

・Ｂ案の検証結果については、令和４年 12

月４日の第 10回静岡県地質構造・水資源

部会専門部会（以下、「専門部会」という。）

の資料において、東京電力ＲＰの日毎の

河川流量データを用いたうえで、最も厳

しい条件となる場合を示しました。東京

電力ＲＰからご提供頂いた河川流量の実

測値（平成 24 年１月１日～令和４年３

月 31 日）の全データの検討結果につい

ては、 専門部会の資料にてお示ししま

す。

・なお、「東京電力ＲＰの日毎のデータが検

討結果に適切に反映されていないなど不

十分である」とありますが、どの部分が

「適切に反映されていないなど不十分」

なのかご見解をご教示ください。

・本意見書１(1)に対し、回答してください。

戻す水の時間

単位

・どの時間単位（秒、分、時、日、

週など）で県外流出量と同量を戻

すと考えるのかを渇水期等におけ

る影響も踏まえ、整理することが

必要と考えますが、見解を御教示

ください。

・どの時間単位で水を戻すかは、渇水期に

おける利水の影響も踏まえて整理する必

要があると考えますが、大井川の下流域

での利水にあたっては、上流域の畑薙第

一ダムや井川ダムなどに一旦貯水される

ことや実際の取水施設での取水状況（取

水量の制御時間単位等）も考慮する必要

があると考えています。

・令和４年 12 月 11 日の流域市町首長・専

門部会委員との意見交換会において、下

流域における水利権水量に対する現状の

使用状況を静岡県庁で整理すべきとのご

意見があったと承知していますので、そ

の結果をご教示ください。それを踏まえ

ながら、検討を進めたいと考えています。

・貴社パンフレット「大井川の水を守るた

めに 南アルプストンネルにおける取組

み」によれば、「山梨県への流出と同時期

に実施することが可能な案です」と説明

しています。

・どの時間単位（秒、分、時、日、週など）

で県外流出量と同量を戻すと考えるのか

を渇水期等における影響も踏まえ、整理

することが必要と考えますが、まず貴社

から見解を御教示ください。

・例えば、通常は週単位で十分であっても、

田植え時や災害時など状況によっては、

臨機応変に対応してほしいのが、地域住

民の生活を守ることである。もっと住民

の生活や不安を理解して、丁寧に説明し

てください。

工事後

の対応

・リニア工事により大井川の水が減

少することによる利水に影響する

対策として、田代ダム取水抑制案

を、工事後も、将来にわたり実施

することが必要と考えますが、見

解を御教示ください。

・国土交通省が設置した有識者会議の中間

報告（以下、「中間報告」という。）では、

静岡県内で発生するトンネル湧水は、導

水路トンネルとポンプアップにより大井

川上流部に戻しますが、工事の一定期間

に県外流出する湧水について、静岡県や

流域市町等の水資源に対する不安や懸念

を真摯に受け止めた上で、関係者の納得

が得られるように具体的方策などを協議

すべきとされています。

・Ｂ案は、この工事の一定期間（先進坑貫

通まで 10ヶ月と想定）に、田代ダムにお

いて県外流出量と同量の大井川からの取

水を抑制し、大井川に還元する方策です。

・一方で、工事後は、これまでもご説明し

た通り、静岡県内で発生するトンネル湧

水は、導水路トンネルとポンプアップに

より大井川上流部に戻すほか、大井川流

域で水資源を利用されている皆様にご安

心いただけるよう、工事後も継続して、

上流域から下流域に亘り地下水等のモニ

タリングを行い、工事により水資源利用

に影響を及ぼした場合には、必要な対応

を実施していきます。

・本意見書２に対し、回答してください。

【別添３】
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東京電力ＲＰ

の担保

・Ｂ案の検討の前提として、東京電

力ＲＰが田代ダム取水抑制に協力

する確約はどのような形で示され

る予定か、具体的な手法と併せて、

御教示ください。

・東京電力ＲＰとは、工事の一定期間、発

電のための取水を抑制し、大井川に還元

する方策について、流域関係者のご理解

のもとで具体的な協議を行うものとされ

ており、現在はその理解に向けたデータ

提示等にご協力を頂いているところで

す。

・令和 4年 12 月 11 日の流域市町首長・専

門部会委員との意見交換会において、課

題の解決に向けてＢ案への期待が数多く

寄せられたと承知しています。専門部会

にて流域関係者の理解を得られた後、東

京電力ＲＰと具体的な協議を進めていき

たいと考えています。

・本意見書２に対し、回答してください。

・貴社の県外流出量と同量を大井川

に還元することの可否に関する検

討において、田代川第２発電所の

発電機１機分を稼働させるための

東京電力ＲＰによる取水が全く考

慮されていないように理解してい

ます。

「東京電力ＲＰが取水しないこ

と」を検討の前提とすることにつ

いて、東京電力ＲＰの了解の有無

を御教示ください。また、了解を

得ている場合、その内容の全てを

御教示ください。

・Ｂ案については、 令和４年 12 月４日の

第 10 回専門部会で示した通り、当社と

東京電力ＲＰ による河川流量の実測値、

ＪＲ 東海モデルと静岡市モデルによる

河川流量減少量と県外流出量の予測値を

用いて、県外流出量と同量を大井川に還

元することが可能かどうかを 検討 した

結果 、検討に用いた期間内のすべての日

において、大井川への還元に利用可能な

水量が県外流出量より多く、県外流出量

と同量を大井川に還元することが可能

であることが確認できました。

・Ｂ案に関する、取水など具体的な運用方

法については、流域関係者の理解のもと、

東京電力ＲＰと協議を進めていくことにな

ると考えています。

・本意見書１（3）に対し、回答してくださ

い。
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【資料１（別紙）】 専門部会の意見に対する回答

【資料２】 中央新幹線南アルプストンネル山梨工区 山梨・静岡県境付近の調査及び工事の計画について

専門部会委員及び県の意見 ＪＲ東海の回答 回答に対する専門部会委員及び県の意見

国交省回

答文書と

前提条件

・国土交通省に示した「ＪＲ東海が示し

たいわゆるＢ案をもとにした限られ

た情報」を御教示ください。また、国

土交通省の回答文書をお示しくださ

い。

・Ｂ案に係る河川法の法的な整理につい

ては、令和４年４月 26日に当社からプ

レスリリースした「中央新幹線南アル

プストンネル工事における県外流出量

を大井川に戻す方策等について」及び

同日の第７回専門部会の資料を用い

て、国土交通省鉄道局に説明しました。

政府から示された回答は令和４年12月

４日の第10回専門部会で示したとおり

であり、国土交通省鉄道局から受領し

た回答文書は別添のとおりです。

・第 11回専門部会で提示がありました。

・貴社金子社長が「東京電力に損失が出

ると言うことであれば補償する」旨の発

言をしたとの報道があります。この発言

の事実関係と発言が事実であれば、この

ことを国土交通省に示した上で回答を

受領したのかを御教示ください。

・令和４年６月９日の当社社長会見にお

いて、東京電力ＲＰが取水を抑制する

行為に対して対価を支払う場合、水利

権の売買に当たらないと認識している

かという記者からの質問に対して、社

長から「抑制をまずお願いし、このプ

ロセスで東京電力ＲＰに影響が出る、

あるいは損失が出るということであれ

ば、何かの形で協議をして、補償をす

るという話にはなるかもしれないが、

いずれにしても水利権を譲っていただ

くとか、それに対価を払うという発想

はない」と回答しています。

・国土交通省鉄道局から受領した回答文

書では、東京電力ＲＰが取水を抑制し

た大井川の流水は、東京電力ＲＰだけ

でなく当社も権利を主張し使用できる

ものではないことから、水利権の譲渡

に該当しないとされています。そのた

め、東京電力ＲＰに対して補償を行っ

た場合であっても水利権の売買に該当

しないと考えています。

・第 11回専門部会で提示がありました。

専門部会委員及び県の意見 ＪＲ東海の回答 回答に対する専門部会委員及び県の意見

全体

県境まで

掘ったら

静岡県の

水が山梨

県側へ流

れること

・第９回専門部会において、県からの「県

境付近まで掘ったら、静岡県内の水が

山梨県側に流れると言うことですね」

の問いかけに対し、貴社から「そこの

先進坑を掘ったときの水をどうする

か。（中略）我々も問題としては認識

しています」「『対策を取って』とか『き

ちんと対応しながら』という部分が抜

けているので、そこは改めたいと思い

ます。先進坑に関してそこが抜けてい

ると言うことで、それはしっかり対策

なりご説明をして進めていこうと思

います」と説明を受けています。しか

し、このことについて、第 10回専門

部会では十分な説明がありませんで

した。県と貴社が共有している問題認

識について、対策を説明してくださ

い。

・県境に向けて実施する高速長尺先進ボ

ーリングにおいて湧水量・湧水圧の測

定を行い、県境付近における岩盤の透

水係数を推定します。

・そのうえで先進坑を掘削し、静岡県側

から山梨県側に流れる水の量が極めて

少なくなるよう県境から一定の離隔を

確保した手前の地点で停止します。停

止位置の決定にあたっては、先進坑掘

削時の地山・湧水の状況についても参

考にします。

・具体的な内容は、専門部会で報告しま

す。

・令和５年１月 31 日付東海旅客鉄道代表

取締役副社長あて静岡県中央新幹線対

策本部長文書（以下「1月 31 日付文書」

という。）及び令和５年２月 22 日付東海

旅客鉄道代表取締役副社長あて静岡県

中央新幹線対策本部長文書（以下「２月

22 日付文書」という。）で要請したとお

りです。
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高速長尺

先進ボー

リングの

計画

・第９回専門部会において、貴社から「ボ

ーリングに関しては、調査として県境

を越えてやらせて頂きたいという思

いはあります。ただ、その水が出てく

るという問題は十分認識しておりま

すので、そこをどうしていくかという

ことは、これからしっかり対話をさせ

ていただきたい」と説明を受けていま

す。しかし、ボーリングにより山梨県

側へ流出する湧水を戻す方法が示さ

れていないこと、生態系の観点からの

リスクや対策について、国の環境保全

有識者会議や県の生物多様性専門部

会で議論されていないこと、モニタリ

ングについて説明がないことから、十

分な対話にはなっていないと認識し

ています。第９回専門部会での貴社の

発言を踏まえ、今般の県が指摘した重

要課題に対する説明等がなされ、ま

た、地域の不安や懸念が払拭されるま

では、ボーリングを実施しないものと

理解しています。この理解で良いか、

御教示ください。

・県境付近に向けて山梨県側から実施す

る高速長尺先進ボーリングは、準備が

出来次第実施します。

・ボーリングが県境に達する時点におい

て、静岡県側から山梨県側へ流出する

湧水と同量の水を静岡県側に戻す方法

が実施可能となった場合には、県境を

越えて未調査の約 300ｍの区間につい

てもボーリング調査を進めます。

・県境付近から静岡県内で実施するボー

リングについては、過去に断層帯で実

施したボーリング湧水の実績から湧水

が発生しても水資源利用への影響は小

さいものと考えていますが、皆様から

のご懸念を受け止め、調査完了後は湧

水の流出を止めるため孔口付近で止水

することとし、調査中の湧水は量を計

測したうえで孔口から流し、同量の水

を静岡県側に戻します。

・水資源・生態系への影響について、こ

れまでも断層帯に関連する沢において

は水資源や生態系のモニタリングを実

施してきており、その結果は年度ごと

に取りまとめて、静岡県等に報告して

います。今回ボーリングによる水資源

や生態系への影響に関するご懸念に配

慮し、水資源・生態系の調査を行って

いる沢において、静岡県内で実施する

ボーリングの調査中、調査完了後に流

量の調査を追加して実施します。

・具体的な内容は、県境を越えた調査を

行うまでに専門部会でご報告します。

・1月 31 日付文書及び２月 22日付文書で

要請したとおりです。

リスクを

抽出整理

すること

の重要性

・「〇〇については、今後検討してまい

ります」「〇〇した場合は、必要な調

査及び対策を検討、実施します」「〇

〇については、静岡県と調整をさせて

いただきます」という説明が多用され

ています。これらは、中間報告に示さ

れているモニタリング体制を構築し

た上で工事を進めていく考え方や想

定される水資源利用に関するリスク

を抽出・整理することの重要性を理解

していないものと受けて止めていま

すが、見解を御教示ください。

・モニタリング体制を構築した上で工事

を進めていくことや、想定される水資

源利用に関するリスクを抽出・整理す

ることは重要であると考えており、専

門部会での議論に真摯に取り組んでい

ます。

・一方で、詳細な内容についてはさらに

情報を得て対話を進めるなかでお示し

する事柄もあることから、そのような

記載としています。

・1月 31 日付文書及び２月 22日付文書で

要請したとおりです。

（１）高速長尺先進ボーリングの進め方

１）高速長尺先進ボーリングの意義

技術論文の

記載内容

・貴社から提供いただいた技術論文「長

大山岳トンネル施工を見据えた長尺

先進ボーリング技術の開発」におい

て、技術開発の主目的の一つとして

「切羽前方の高圧・大量の湧水を事前

にできるだけ抜いておくこと」、結論

として「水抜きボーリングとして十分

な機能を果たすことが確認できた」こ

とが報告されています。この目的と効

果を専門部会で説明すべきと考えま

すが、見解を御教示ください。

・高速長尺先進ボーリングは、トンネル

施工の確実な見通しを得るために切羽

前方の地質情報を常に把握することを

主な目的として様々な役割を持つもの

であり、今回の調査は、県境付近の断

層帯の地質及び湧水に関する情報を把

握し、大井川流域市町や利水者の皆様

のご懸念を解消することにつなげるた

めに実施するものです。

・技術論文の内容については、令和４年

12月４日の第10回専門部会当日静岡県

からスライドで示されるなど十分な周

知が図られていると考えていますが、

専門部会の資料においても高速長尺先

進ボーリングが様々な役割を持つこと

を明記し、文献名を示して参照が可能

なようにします。

・1月 31 日付文書及び２月 22日付文書で

要請したとおりです。

・高速長尺先進ボーリングは、どんな計測

や観測がどれくらいの精度で可能とな

るか、御教示ください。

２）高速長尺先進ボーリングによる調査の計画
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科学的調

査

・貴社は、地質や湧水に関する不確実性

に対応するため、高速長尺先進ボーリ

ングによる調査を計画していると説

明していますが、８ページ表１の測定

を行うことにより、どのようなことが

判明し、その結果、例えば「透水係数

を求め、水収支解析の精度を向上させ

る」などのように、どのように不確実

性に対応でき、流域の不安や懸念を払

拭することができるのかを具体的に

御教示ください。

・県境付近に向けて山梨県側から実施す

る高速長尺先進ボーリングにおいては、

湧水量・湧水圧の測定、湧水の化学的な

成分分析等を行います。

・県境付近から静岡県内で実施する高速

長尺先進ボーリングについても同様で

す。そのうえで、湧水の多い箇所や地質

が変化する箇所等、必要に応じてコアボ

ーリングを実施し、取得したコアサンプ

ルによる物理特性・力学特性の確認やボ

ーリング孔を利用した現場透水試験等を

実施することを考えています。

・取得したデータをもとにトンネル湧水

に関する不確実性を低減し、流域の皆様

のご懸念の解消につなげていきます。

・具体的な計画は、専門部会でご報告し

ます。

・1月 31 日付文書及び２月 22日付文書で

要請したとおりです。

・ボーリング孔を使用した調査など不確

実性を低減させるために、詳細な科学的

調査を慎重にすべきと考えますが、見解

を御教示ください。

・「不確実性を低減させる」ことは、流域

の皆様のご懸念を解消することにつなげ

るため重要であると考えており、令和４

年 12 月４日の第 10回専門部会の資料に

おいて、現実的に可能である山梨県側か

らのボーリングによる科学的調査の内容

を提示しています。さらに具体的な内容

は、専門部会でご報告します。

数年にわ

たってボ

ーリング

からの湧

水が流出

する懸念

・ポンプアップにより水を戻せるように

なるには、静岡工区が貫通する必要が

あります。貴社から静岡工区先進坑が

工区境付近まで到達するのには、「何

年かの期間はかかる」と第 10回専門

部会において説明を受けています。そ

うであれば、高速長尺先進ボーリング

からの湧水が数年単位で流出するこ

とになると考えますが、見解を御教示

ください。

・静岡県内で行うボーリングについて、

過去に断層帯で実施したボーリングの

実績から湧水が発生しても水資源利用

への影響は小さいものと考えています

が、皆様からのご懸念を受け止め、調

査完了後は以下のように対応します。

①県境付近に向けて山梨県側から実施す

る高速長尺先進ボーリングについて、

県境を越えた約 300ｍの区間で調査を

実施する場合は、静岡県内の湧水の量

を計測のうえ同量の水を戻すこととし

ます。

②県境付近から静岡県内で実施するボー

リングについては、調査完了後は湧水

の流出を止めるため孔口付近で止水す

ることとし、調査中の湧水は量を計測

したうえで孔口から流し、同量の水を

静岡県側に戻します。

・具体的な計画は、実施までの間に専門

部会でご報告します。

・貴社の地質調査資料によれば、山梨県内

の断層及び脆い区間が静岡県内の県境

付近の断層と繋がっています。山梨県内

の断層及び脆い区間をボーリングで削

孔した場合、本県内の地下水が山梨県側

へ流出することが懸念されます。この湧

水の流出は、水を戻す方策が実行される

まで続くものと考えますが、具体的な水

を戻す計画を示してください。

先進坑を

県境付近

まで掘削

した後に

計画する

先進ボー

リングと

の関係

・資料２の 17ページに令和５年１月か
ら準備を開始する高速長尺先進ボー

リングとは別に、「先進坑を県境付近

まで掘削した後に、静岡県内の県境付

近の断層帯の位置や幅などを具体的

に把握するとともに、湧水の状況を詳

細に調査するために県境付近からの

高速長尺先進ボーリングを実施する

ことを計画している」と説明していま

す。そうあれば、県境付近まで掘削し

た後の高速長尺先進ボーリングによ

って、令和５年１月から準備を開始す

る高速長尺先進ボーリングで想定し

ている静岡県内部分の調査内容が把

握できると考えます。なぜ２段階に分

けて、かつ、同様の調査を重複して調

査する必要があるのかという点につ

いて見解を御教示ください。また、先

進坑を県境付近まで掘削した後に計

画する高速長尺先進ボーリングにつ

いても、流出する湧水を戻す方策が必

須であると考えます。見解を御教示く

ださい。

・県境付近に向けて山梨県側から実施す

る高速長尺先進ボーリングについて、

ボーリングが県境に達する時点で、静

岡県側から山梨県側へ流出する湧水と

同量の水を静岡県側に戻す方法が実施

可能となった場合には、県境を越えて

未調査の約 300ｍについてもボーリン

グ調査を進めます。この調査を行い、

結果を公表することが、住民の皆様の

ご懸念を解消するために望ましいと考

えます。

・県境付近から静岡県内で実施する高速

長尺先進ボーリングは、県境付近の断

層帯の調査を目的とし県境を越えて実

施します。トンネルの掘削を計画して

いる区間に並行し、近い箇所で静岡県

内の地質や地下水の状況を連続的に把

握し、技術的なデータを取得すること

が可能となることから実施するもので

す。

・また、県境付近から静岡県内で実施す

るボーリングについて、皆様からのご

懸念を受け止め、調査完了後は湧水の

流出を止めるため孔口付近で止水しま

す。

・具体的な計画は、実施までの間に専門

部会でご報告します。

・なぜ２段階に分けて、かつ、同様の調査

を重複して調査する必要があるのかと

いう点について、回答されていません。

見解を御教示ください。
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３）高速長尺先進ボーリングにおける湧水量の測定方法

測定方法 ・削孔期間中は１日に２回の計測と説明

していますが、その計測では、突発湧

水を評価できないなどにより、流出量

を正確に評価してその分を戻すとい

う原点が崩れると考えますが、見解を

御教示ください。

・湧水についてはその量の変動を常時把

握できるように測定することを考えて

おり、具体的な内容は専門部会でご報

告します。

・1月 31 日付文書及び２月 22日付文書で

要請したとおりです。

４）高速長尺先進ボーリングにおける湧水への対応

水を戻す

方策

・この専門部会の問題意識は常に水資源

の保全であり、水を戻す方策が高速長

尺先進ボーリングの実施とセットで

議論されなくてはならないと考えま

す。また、県外流出量の補償の時間単

位と実行体制（[B案]であれば東京電
力ＲＰの合意も含む）を確実にした上

でなければ、水抜きがあり得る高速長

尺先進ボーリングが静岡県の地下水

圏に近づくことは同意できないと考

えています。どのように対応する考え

か、見解を御教示ください。

・これまでの貴県とのやり取りを通じて、

貴県は地下水についても県境で区分さ

れるというお考えだと推測し、以下の

とおり回答します。

・静岡県内で行うボーリングについて、

過去に断層帯で実施したボーリングの

実績から湧水が発生しても水資源利用

への影響は小さいものと考えています

が、皆様からのご懸念を受け止め、調

査完了後は以下のように対応します。

①県境付近に向けて山梨県側から実施す

る高速長尺先進ボーリングについて、

県境を越えた約 300ｍの区間で調査を

行う場合は、静岡県内の湧水の量を計

測のうえ同量の水を戻すこととしま

す。

②県境付近から静岡県内で実施するボー

リングについては、調査完了後は湧水

の流出を止めるため孔口付近で止水す

ることとし、調査中の湧水は量を計測

したうえで孔口から流し、同量の水を

調査後に静岡県側に戻します。

・具体的な計画は、実施までの間に専門

部会でご報告します。

・1月 31 日付文書及び２月 22日付文書で

要請したとおりです。

・想定を超える突発湧水が生じた場合に

おける水を戻す対応策について、どの

ようにお考えか、ご教示ください。

・静岡県側から山梨県側へ流出する湧水

と同量の水を戻す方法や時期について

は、資料１「中央新幹線南アルプスト

ンネル工事における県外流出量を大井

川に戻す方策等について」でご提示し

ている方法等を参考に、議論を進めて

いきます。

・これまでのボーリング時の湧水量の実

績から判断すれば、突発湧水の発生時

を含め、戻すことは可能と考えていま

す。

・想定を超える突発湧水が生じた場合にお

いても、同量の水を戻すことが可能と考

える根拠を、科学的に御教示ください。

前兆 ・褶曲構造であるので、高速長尺先進ボ

ーリングに前兆無く突発湧水が発生

すると考えます。前兆があるというの

であれば、同様の地質で他のトンネル

の工事記録で前兆を把握した例を御

教示ください。

・大井川（東俣）から県境付近への斜め

ボーリングの際、最大で 2,600Ｌ／分の

湧水量を記録いたしましたが、その前

段では湧水量の増加、ロッドの回転停

止、孔壁崩壊などの事象が発生してお

り、こうした事象に着目することでボ

ーリングによる断層帯の調査を行う際

に、突発湧水に備えることが可能であ

ると想定しています。

・第 11回専門部会で示された資料２図 10

高速長尺先進ボーリングの調査結果で

は、口元湧水量の増加がロッドの回転停

止より先に発生しており、前兆を把握し

ているように見えません。どのように突

発湧水前兆を把握したのか、また、前兆

を受け、どのように対応をしたのか、具

体的に御教示ください。

・前兆となる事象の判断は、記録として残

されているのか、ボーリングマシンを扱

う作業員の経験任せなのか、おしえてほ

しい。

静岡県側

からのボ

ーリング

・国有識者会議で説明があった静岡県側

からの長尺先進ボーリングやコアボ

ーリングをすれば水は静岡側に収ま

り、合理的と考えますが、見解を御教

示ください。

・調査・計画の段階において、可能な場

合には地上からのボーリングを実施し

ますが、山梨・静岡県境付近について

は土被りが 800ｍ以上もあるうえ機材

運搬に必要となるアクセスが困難であ

ることから、山梨県側から掘削した先

進坑を利用した高速長尺先進ボーリン

グ及びその後のコアボーリングがそれ

に代わる手段となります。

・また、地上からのボーリングとは異な

り、高速長尺先進ボーリングは、トン

ネルを掘削する区間に沿った地質及び

湧水の状況を、水平方向に連続的に把

握できるという利点があります。

・静岡県側からのボーリングを進めるた

めには静岡工区の工事に着手し、静岡

県側からの先進坑の掘削を断層帯近く

・貴社は、国有識者会議において、県外流

出量を軽減する方策として、静岡県側か

らの高速長尺先進ボーリングを提案し

ています。山梨県側からの高速長尺先進

ボーリングは湧水の県外流出リスクが

伴うのに、何故、山梨県側から高速長尺

先進ボーリングを実施するのか、御教示

ください。
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まで進める必要があります。トンネル

湧水の県外流出による大井川水資源へ

の影響についてご懸念を抱かれている

方々に早く安心いただくために、山梨

県側から掘削した先進坑を利用したボ

ーリングを行う考えです。

湧水を止

める構造

と計画

・断層破砕帯に当たり被圧地下水があっ

た場合、湧水を止めることはできない

と考えますが、見解を御教示くださ

い。併せて、高速長尺先進ボーリング

で被圧地下水を止めた事例があれば、

御教示ください。

・高速長尺先進ボーリング（調査後に設

置するバルブを含む）の耐水圧の上限

を具体的かつ詳細に数値で御教示く

ださい。

・調査終了後、バルブを設置し、湧水を

止められる構造とするが安全を考慮

し、継続的に流す計画としています。

このことから、貴社の計画は、湧水を

止めないものと理解しますが、そうで

あればバルブの設置理由が不明です。

バルブの設置理由と具体的なバルブ

の設置方法・運用方法を検討した経緯

を御教示ください。

・県境付近から静岡県内で実施するボー

リングについて、調査完了後は湧水の

流出を止めるため孔口付近で止水しま

す。止水の方法としては、高水圧に対

応可能な性能を持つバルブの使用や孔

口周りの止水処理（セメンチング）の

強化、孔口に近いトンネル自体の構造

の高強度化などを考えていますが、こ

のほかにも隔壁（バルクヘッド）など

の工事の事例や深地層の研究機関等で

研究が進められている方法も参考にし

ながら、確実な止水の方法を採用して

いきます。

・具体的な内容は断層帯を調査するため

のボーリングの開始までに専門部会で

ご報告します。

・1月 31 日付文書及び２月 22日付文書で

要請したとおりです。

・県境付近から静岡県内で実施するボーリ

ングについて、確実な止水の方法の具体

的内容を示してください。

地質の前

提

・専門部会では、静岡県側の地質が安定

していることを前提として説明して

いますが、山梨県側が安定しているか

らといって、断層がある静岡県側も同

じという前提には立てないと考えま

すが、見解を御教示ください。

・山梨県内と静岡県内においては、それ

ぞれ地質の状況が異なることを前提と

して計画しています。

・第10回専門部会で、貴社は「今までの文

献調査なんかを見ても、そんなにここで

大きな地質の変化があるようなもので

もないので、恐らくこのまま続けば、そ

んなに大量のものが出てくるというの

は想定しておりません。」、「通常の場合

ですと、１ 時間ごとに湧水の量が大き

く変わるということは、地質がある程度

安定しているという前提の下ではござ

いますけれども、そこは大きくは変わら

ないだろうなというふうに思っており

ます」と静岡県内も安定しているという

前提で発言していると理解しています。

今回の回答と整合が取れないものと受

け止めていますが、見解を御教示くださ

い。

・地質構造が異なる広河原斜坑のボーリ

ング湧水量が少ないことをもって、県

境付近の断層帯にボーリングが差し

掛かったとしても地下水への影響を

小さいと判断することは、地質構造が

異なることに基づく透水係数や間隙

水圧などの違いの影響を理解してい

ないのではないかと考えますが、見解

を御教示ください。

・地下水への影響が小さいという評価は、

広河原斜坑のボーリング湧水量のみか

ら行ったものではなく、同じく令和４

年 12月４日の第 10回専門部会の資料

に示している、県境付近での斜めボー

リングの湧水量も踏まえて行いまし

た。

・第 13回国有識者会議の資料２で、貴社

は「地質の差異によりトンネル湧水が想

定と異なり、特に突発湧水が発生した場

合、山梨県側の県境付近の断層帯掘削中

（県外流出期間）においては、県外流出

量の増加が発生し、中下流域の河川水

量、地下水量が減少する可能性がありま

す」として、重要度の高いリスクと整理

しています。貴社が、静岡県内で実施す

る高速長尺先進ボーリングの管理値設

定根拠を説明する際に使用した湧水量

の推定式を用いて試算すると、高速長尺

先進ボーリングの湧水量は先進坑の約

０．６倍であり、地下水への影響を小さ

いと確定的に判断するべきでないと考

えますが、見解を御教示ください。
・断層に差し掛かったとしても、「地下

水への影響は小さい」と高速長尺先進

ボーリングを実施する前に判断して

いることと、高速長尺先進ボーリング

は「地質や湧水に関わる不確実性に対

応する」ために実施するという目的と

は整合がとれないのではないか。見解

を御教示ください。

・「地下水への影響は小さい」という記載

は、ボーリング実施時の湧水量が大井

川の水資源利用に影響を与える可能性

について考察した内容である一方、「地

質や湧水に関わる不確実性に対応す

る」という記載は実際にトンネルを掘

削する時の湧水量の予測に関わる内容

であるため、整合は図られていると考

えています。
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東俣～県

境付近の

斜めボー

リングの

湧水量の

評価

・貴社は有識者会議資料で、東俣～県境

付近の斜めボーリング結果を基に県

境付近の断層帯について、「ボーリン

グ調査時の湧水量も 2,000Ｌ／分と
非常に大きな規模であること（中略）

大規模な高圧突発湧水が生じるリス

クがある」と説明する一方で、今回、

「ボーリングが県境付近の断層帯に

差し掛かったとしても、地下水に影響

を与える可能性を小さい」とする説明

は、以前の説明との整合が保たれない

と考えますが、見解を御教示くださ

い。

・「ボーリング調査時の湧水量も 2,000Ｌ

／分と非常に大きな規模であること

（中略）大規模な高圧突発湧水が生じ

るリスクがある」については、国土交

通省有識者会議で当社がとりまとめた

「大井川水資源利用への影響の回避・

低減に向けた取組み」の、「（７）千石

斜坑等の掘削方法と山梨県境付近の断

層帯の掘削方法の比較」（p4-109～111）

のうち「先進坑の山梨県境付近断層帯

と本坑と大井川（東俣）交差部を比較

すると、前者は破砕質な地質が 800ｍに

わたり繰り返し出現し、またボーリン

グ調査時の湧水量も 2,000Ｌ／分と非

常に大きな規模であることに対し、後

者は断層として幅３ｍ程度の小規模な

もので、湧水量も 100Ｌ／分程度であ

り、前者の方が大規模な高圧突発湧水

が生じるリスクが大きいと考えられま

す。」の箇所を一部抜粋したものと認識

しています。

・この文章は記載のとおり、先進坑の山

梨県境付近断層帯と本坑と大井川（東

俣）交差部の掘削する際のリスクを比

較したものであり、前者の方が、大規

模な高圧突発湧水が生じるリスクが大

きいと考えられることを説明したもの

です。

・一方、「ボーリングが県境付近の断層帯

に差し掛かったとしても、地下水に影

響を与える可能性を小さい」について

は、令和４年 12 月４日の第 10 回専門

部会の資料２表２に示した当該箇所の

周辺でこれまでに実施したボーリング

の湧水量から大井川の水資源利用に影

響を与える可能性について説明した部

分であり、説明の対象が異なっていま

す。

・貴社の地質調査資料によれば、山梨県内

の断層及び脆い区間が、静岡県内の県境

付近の断層と繋がっています。そのこと

を踏まえ、県境付近の断層帯の突発湧水

や地下水への影響についての見解を御

教示ください。

・第 10回専門部会の資料２表２で示さ

れた当該ボーリングの湧水量 0.02m3

／秒は、換算すると 1,200Ｌ／分であ

り、貴社が有識者会議資料で説明に使

用した数値 2,000Ｌ／分と異なって

います。数値を変えている理由を御教

示ください。

・大井川（東俣）から県境付近への斜め

ボーリングの湧水量のうち、0.02ｍ3／

秒（1,200Ｌ／分）は、ボーリング延長

全体での平均的な値であり、2,000Ｌ／

分は、県境付近の断層帯（約 800ｍ）で

の平均的な値を示しています。

・数値を変えて説明する理由を御教示くだ

さい。

・中間報告にあるように、貴社は、トン

ネル湧水の県外流出のリスク対策と

して、「静岡県側からの高速長尺先進

ボーリング等での揚水により県外流

出量を極力軽減する方策」を提示して

います。高速長尺先進ボーリングによ

る湧水量が少ないと言うことはリス

ク対策としての効果も小さいと理解

しますが、このことについての見解を

御教示ください。

・静岡県側からの高速長尺先進ボーリン

グでの揚水により県外流出量を極力軽

減する方策を取る際には、長尺ボーリ

ングを複数削孔し、ボーリングの口元

から湧出する県境付近の地下水をポン

プアップして大井川へ流すことで、出

来る限り県外流出量を減らすことを考

えています。

・貴社の地質調査資料によれば、山梨県内

の断層及び脆い区間が、静岡県内の県境

付近の断層と繋がっています。山梨県内

の断層及び脆い区間をボーリングで削

孔した場合、本県内の地下水が山梨県側

へ流出することが懸念されます。このリ

スクに対する対応を事前に明確にする

ことが必要です。見解を御教示くださ

い。

モニタリ

ング

・高速長尺先進ボーリング時のモニタリ

ングについての説明がなく、中間報告

の「継続的かつ適切にモニタリングを

実施するよう助言・指導」したことを

理解していないものではないかと受

け止めますが、見解を御教示くださ

い。

・令和５年１月に削孔準備を計画する高

速長尺先進ボーリングについても、水

資源及び生態系への影響の観点から

モニタリングを想定しているものと

理解していますが、計画をお示しくだ

さい。また、モニタリング計画の策定

に当たっては、中間報告にあるよう

に、関係機関や専門家との連携及び本

県等との調整が必要であるので、本県

との調整時期、進め方について御教示

ください。

・中間報告において、継続的かつ適切に

モニタリングを実施するよう助言・指

導されたことについては認識していま

す。

・水資源・生態系への影響について、こ

れまでも断層帯に関連する沢において

は水資源や生態系のモニタリングを実

施してきており、その結果は年度ごと

に取りまとめて、静岡県等に報告して

います。今回ボーリングによる水資源

や生態系への影響に関するご懸念に配

慮し、水資源・生態系の調査を行って

いる沢において、静岡県内で実施する

ボーリングの調査中、調査完了後に流

量の調査を追加して実施します。

・具体的な内容は、県境を越えた調査を

行うまでに専門部会でご報告します。

・1月 31 日付文書及び２月 22日付文書で

要請したとおりです。
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【補足資料】 南アルプストンネルの工区設定について

専門部会委員及び県の意見 ＪＲ東海の回答 回答に対する専門部会委員及び県の意見

４ その他

工区設定

と環境影

響評価

・「工区設定は社内手続上実施するもので

あり、施工を希望する建設会社に対し

て開示するもの」との貴社見解であり

ますが、工区をどこに設定するかによ

り、各県で処理しなければならない発

生土処理量やトンネル湧水の県外流出

量などが変化する、すなわち環境影響

及びその評価に対する地域の意見もこ

れに伴って変わりうると言うことを理

解していないものではないかと受け止

めますが、見解を御教示ください。

・環境への影響は前提とする工事の計画

によって変わり得るものであることは

当然認識しており、これまでも様々な

会議等の都度、発生土量や、県外流出

を含めた湧水量など、検討に必要な情

報を提示してきています。

・トンネル掘削工事に先立って、工事の

概要、環境保全措置、事後調査及びモ

ニタリングの計画、発生土置き場の管

理計画等の具体的な内容については、

国土交通省有識者会議や静岡県の専門

部会での議論を踏まえて、環境保全の

計画としてとりまとめ、送付・公表し

ます。

－


